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二
〇
二
三
年
六
月
一
六
日

主
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

細
谷　

雄
一

法
学
研
究
科
委
員　

法
学
博
士　
　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

宮
岡　
　

勲

法
学
研
究
科
委
員　

D
.Phil.　

　
　
　
　
　

副
査　
慶
應
義
塾
大
学
総
合
政
策
学
部
准
教
授　

鶴
岡　

路
人

Ph.D
.　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
野
悠
介
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

一
　
本
論
文
の
構
成

　

大
野
悠
介
君
が
学
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
し
た
「
流
通
秩
序
の

憲
法
理
論
―
流
動
と
秩
序
の
憲
法
理
論
に
向
け
て
―
」
は
、
フ
ラ
ン

ス
第
三
共
和
制
期
を
代
表
す
る
法
学
者
の
一
人
で
あ
る
モ
ー
リ
ス
・

オ
ー
リ
ウ
（M

aurice H
auriou

）
の
制
度
論
お
よ
び
現
代
の
法
哲

学
者
で
あ
る
ハ
ン
ス
・
リ
ン
ダ
ー
ル
（H

ans Lindahl

）
の
秩
序
論

を
発
展
的
に
統
合
し
た
「
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
」
を
提
示

し
、
国
家
論
お
よ
び
憲
法
総
論
に
つ
い
て
新
た
な
視
座
を
提
供
す
る

と
と
も
に
、
か
か
る
視
座
か
ら
、
特
に
規
制
目
的
二
分
論
の
再
構
成

も
含
め
た
職
業
の
自
由
お
よ
び
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
と
い
っ
た
グ

ロ
ー
バ
ル
な
視
野
も
含
め
た
流
通
秩
序
の
憲
法
理
論
に
つ
い
て
新
た

な
理
解
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
論
文
は
、
Ａ
四
判
一
五
〇
頁
、
文
字
数
は
約
二
二
万
字
で
あ
る
。

本
論
文
は
、
そ
の
第
一
部
を
、
既
発
表
論
文
（「
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
に

お
け
る
〈
創
造
的
な
法
イ
メ
ー
ジ
〉
と
特
異
性
―
ド
ゥ
ル
ー
ズ
人
権

論
の
足
掛
か
り
と
し
て
」
憲
法
研
究
一
〇
号
（
二
〇
二
二
年
）
二
八
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九
―
三
〇
一
頁
、「
小
売
市
場
判
決
と
薬
事
法
判
決
の
引
用
に
関
す

る
覚
書
―
要
指
導
医
薬
品
対
面
販
売
規
制
判
決
を
契
機
に
―
」
下
関

市
立
大
学
論
集
六
五
巻
三
号
（
二
〇
二
二
年
）
一
―
二
四
頁
、「「
憲

法
」
と
「
国
憲
」
の
あ
い
だ
―
山
元
一
教
授
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ

ル
人
権
法
源
論
と
持
続
的
民
主
主
義
―
」
下
関
市
立
大
学
論
集
六
五

巻
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
四
一
―
五
六
頁
、「
薬
事
法
判
決
に
お
け

る
流
通
シ
ス
テ
ム
の
析
出
」
下
関
市
立
大
学
論
集
六
四
巻
三
号
（
二

〇
二
一
年
）、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
市
場
に
お
け
る
人
権
保
護
」
横
大
道

聡
ほ
か
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
考
え
る
憲
法
』（
二
〇
二
一

年
、
弘
文
堂
）
二
三
〇
―
二
四
五
頁
、「「
国
家
の
変
動
」
と
い
う
問

題
と
〈
差
異
と
反
復
〉
の
位
相
―
リ
ン
ダ
ー
ル
・
オ
ー
リ
ウ
・
タ
ル

ド
の
可
能
性
―
」
下
関
市
立
大
学
論
集
六
四
巻
二
号
（
二
〇
二
〇

年
）
四
九
―
六
七
頁
、「『
消
費
者
』
の
二
重
性
と
国
家
」
憲
法
理
論

研
究
会
編
『
憲
法
学
の
さ
ら
な
る
開
拓
』（
敬
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）

一
九
七
―
二
一
〇
頁
、「
具
体
的
人
間
観
・
社
会
法
と
人
権
論
・
憲

法
上
の
権
利
論
」
慶
應
法
学
四
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
六
七
―
一
一

八
頁
、「【l’État/l’institution nationale

】
の
制
作
・
試
論
」
法

学
政
治
学
論
究
一
二
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
三
七
―
七
一
頁
、

「『
場
』
と
し
て
の
国
家
／
『
人
』
と
し
て
の
国
家
」
法
学
政
治
学
論

究
一
一
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
九
―
一
〇
二
頁
、「《
自
由
な
経
済

活
動
に
起
因
す
る
弊
害
》
と
憲
法
二
二
条
一
項
」
慶
應
法
学
四
一
号

（
二
〇
一
八
年
）
五
三
―
九
一
頁
、「
書
籍
流
通
制
度
と
憲
法
理
論
・

試
論
」
慶
應
法
学
三
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
三
―
五
七
頁
、「
秩

序
に
彩
ら
れ
る
国
家
―
小
売
市
場
判
決
再
訪
―
」
慶
應
法
学
三
四
号

（
二
〇
一
六
年
）
一
九
三
―
二
九
一
頁
）
の
研
究
成
果
を
統
合
す
る

理
論
を
描
く
第
一
部
を
中
心
に
多
く
を
書
き
下
ろ
し
、
第
二
部
で
は

そ
れ
ら
の
研
究
成
果
の
諸
部
分
を
適
宜
引
用
し
な
が
ら
、
一
つ
の
体

系
的
な
論
文
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
論
文
は
、
主
と
し
て
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助

成
事
業
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
規
制
目
的
二
分
論
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
再

構
成
と
そ
の
基
礎
理
論
の
探
求
」（
二
〇
二
一
～
二
〇
二
四
年
度
）

の
研
究
成
果
で
あ
る
。

　

本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

序　

章
一　

本
稿
の
動
機
・
目
的

二　

本
稿
の
内
容

三　

本
稿
の
構
成

第
一
部　

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
の
理
論

第
一
章　

オ
ー
リ
ウ
制
度
論

第
一
節　

本
章
の
内
容

第
二
節　

オ
ー
リ
ウ
制
度
論
の
概
要
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第
三
節　

オ
ー
リ
ウ
の
制
度
の
存
在
構
造

第
四
節　

制
度
と
法

第
二
章　

オ
ー
リ
ウ
制
度
論
に
お
け
る
国
家
と
憲
法

第
一
節　

本
章
の
内
容

第
二
節　

国
家
制
度
体
制
と
し
て
のle régim

e constitutionnel

第
三
節　

国
家
制
度
体
制
と
動
態
的
秩
序

第
四
節　

国
家
制
度
体
制
と
権
力

第
五
節　

国
家
制
度
体
制
と
主
権
論

第
六
節　

制
度
論
か
ら
み
た
国
家
と
憲
法

第
三
章　

リ
ン
ダ
ー
ル
秩
序
論

第
一
節　

本
章
の
内
容

第
二
節　

リ
ン
ダ
ー
ル
の
秩
序
論
と
法
哲
学
と
の
関
係

第
三
節　

 

リ
ン
ダ
ー
ル
と
具
体
的
秩
序
な
い
し
集
団
（「
私
た

ち
」）

第
四
章　

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
の
提
示

第
一
節　

本
章
の
内
容

第
二
節　

オ
ー
リ
ウ
制
度
論
お
よ
び
リ
ン
ダ
ー
ル
秩
序
論

第
三
節　

非
人
格
的
秩
序
と
抽
象
的
人
工
物
の
存
在
論

第
四
節　

 

人
格
的
秩
序
の
構
造
：「
客
観
的
個
体
性
（
身

体
）
／
対
外
的
組
織
（
人
体
）
／
法
的
人
格
」
の
三

層
構
造

第
五
節　

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想

第
二
部　

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
と
実
践

第
五
章　

 

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
と
「
国
民vs.

国
家
」

対
峙
構
造
の
解
体
・
再
構
成

第
一
節　

本
章
の
内
容

第
二
節　

行
政
制
度
と
国
家
制
度
の
二
層
性

第
三
節　
「
国
民
」
お
よ
び
「
国
家
」
概
念
の
改
鋳

第
四
節　

 

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
と
行
政
制
度
と
国
家

制
度
の
再
整
理

第
五
節　
「
国
民vs.

国
家
」
対
峙
構
造
の
解
体
と
再
構
成

第
六
章　

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
と
日
本
国
憲
法
（
典
）

第
一
節　

本
章
の
内
容

第
二
節　
「
日
本
国
憲
法
典
」
の
位
置
づ
け

第
三
節　

違
憲
審
査
の
方
法

第
七
章　

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
と
規
制
目
的
二
分
論

第
一
節　

本
章
の
内
容

第
二
節　

 

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
の
職
業
の
自
由
論
へ

の
接
続
可
能
性

第
三
節　

 

規
制
目
的
二
分
論
の
解
体
と
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩

序
構
想
か
ら
の
再
構
成

第
八
章　

 

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
と
職
業
の
自
由
の
諸
判
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例

第
一
節　

本
章
の
内
容

第
二
節　

小
売
市
場
判
決
再
訪

第
三
節　

 

職
業
の
自
由
（
憲
法
二
二
条
一
項
）
に
関
す
る
諸
判

例

第
九
章　

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
と
流
通
事
業
制
度

第
一
節　

本
章
の
内
容

第
二
節　

流
通
事
業
制
度
と
し
て
の
経
済
秩
序

第
三
節　

 

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
か
ら
見
た
「
消
費

者
」

第
四
節　

 

流
通
事
業
制
度
と
小
売
市
場
判
決
お
よ
び
薬
事
法
判

決

第
一
〇
章　

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
と
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場

第
一
節　

本
章
の
内
容

第
二
節　

多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化

第
三
節　

流
通
事
業
制
度
と
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」

終　

章
一　

本
稿
の
ま
と
め

二　

本
稿
の
特
徴
性
と
今
後
の
課
題

三　

流
動
と
秩
序
の
憲
法
理
論
に
向
け
て

二
　
本
論
文
の
概
要

　
（
1
）
本
稿
は
二
部
構
成
で
あ
る
。

　

第
一
部
（
第
一
章
か
ら
第
四
章
）
で
は
、
オ
ー
リ
ウ
の
制
度
論
お

よ
び
現
リ
ン
ダ
ー
ル
の
秩
序
論
を
基
礎
と
し
現
代
形
而
上
学
の
知
見

を
援
用
し
修
正
ま
た
は
補
完
す
る
形
で
、
本
論
文
の
中
核
的
な
構
想

で
あ
る
「
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
」
を
提
示
す
る
。
同
構
想

は
、
一
定
の
理
念
な
い
し
目
的
の
下
に
公
私
の
様
々
な
行
為
主
体
が

協
働
す
る
多
元
的
な
秩
序
を
一
単
位
と
し
、
そ
の
秩
序
単
位
も
ま
た

別
の
秩
序
単
位
の
行
為
主
体
た
り
う
る
入
れ
子
構
造
を
認
め
つ
つ
、

諸
秩
序
単
位
が
離
散
的
か
つ
重
層
的
ま
た
は
多
層
的
に
存
在
す
る
と

い
う
構
想
で
あ
る
が
、
第
一
部
で
は
、
オ
ー
リ
ウ
お
よ
び
リ
ン
ダ
ー

ル
が
い
ず
れ
も
一
定
の
理
念
な
い
し
目
的
の
下
に
諸
行
為
主
体
が
協

働
す
る
単
位
を
制
度
な
い
し
秩
序
と
捉
え
て
い
る
と
理
解
し
、
両
者

を
発
展
的
に
統
合
す
る
形
で
こ
の
よ
う
な
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序

構
想
を
提
示
し
て
い
る
。

　

第
二
部
（
第
五
章
か
ら
第
一
〇
章
）
で
は
、
第
一
部
に
て
提
示
し

た
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
を
、
日
本
国
憲
法
お
よ
び
流
通
秩

序
へ
の
適
用
を
検
討
す
る
。
全
体
的
に
は
憲
法
総
論
に
該
当
す
る
よ

う
な
一
般
的
な
問
題
か
ら
人
権
各
論
に
該
当
す
る
よ
う
な
流
通
秩
序

の
問
題
へ
と
至
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
第
五
章
で
は
多
元
的

か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
か
ら
「
国
家
」
お
よ
び
「
国
民
」
概
念
を
分
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析
す
る
。
第
六
章
は
同
構
想
を
日
本
憲
法
典
に
当
て
は
め
な
が
ら
憲

法
総
論
を
検
討
し
て
い
る
。
第
七
章
お
よ
び
第
八
章
は
い
ず
れ
も
日

本
国
憲
法
典
の
中
か
ら
流
通
秩
序
に
関
わ
る
経
済
的
自
由
特
に
職
業

の
自
由
（
憲
法
二
二
条
一
項
）
に
関
す
る
問
題
を
扱
う
が
、
第
七
章

は
公
法
お
よ
び
経
済
法
の
体
系
の
問
題
を
一
般
的
に
扱
い
、
第
八
章

は
そ
れ
よ
り
も
個
別
の
問
題
で
あ
る
職
業
の
自
由
の
諸
判
例
を
扱
っ

て
い
る
。
そ
の
後
の
第
九
章
お
よ
び
第
一
〇
章
は
流
通
秩
序
と
憲
法

論
に
つ
い
て
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
か
ら
論
じ
て
い
る
が
、

第
九
章
は
国
内
流
通
秩
序
に
焦
点
を
当
て
た
一
般
論
で
あ
り
、
第
一

〇
章
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
流
通
秩
序
に
目
を
向
け
て
よ
り
具
体
的
な
問

題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

　
（
2
）
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
で
は
、
オ
ー
リ
ウ
の
著
作
（『
公
法

原
理
〔
初
版
〕〔
第
二
版
〕』、『
憲
法
精
義
』〔
初
版
〕〔
第
二
版
〕）

を
基
に
、
彼
の
提
示
す
る
制
度
の
「
客
観
的
個
体
性
／
主
観
的
人

格
」
と
い
う
存
在
構
造
お
よ
び
制
度
と
法
と
の
関
係
を
解
明
し
た
上

で
、
制
度
論
を
国
家
お
よ
び
憲
法
へ
と
応
用
し
、
国
家
制
度
の
存
在

構
造
と
憲
法
と
の
関
係
を
解
明
す
る
。
オ
ー
リ
ウ
が
客
観
主
義
と
主

観
主
義
の
中
庸
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
、
顕
在
化
し
続
け
る
理
念
た

る
制
度
は
客
観
的
個
体
性
と
主
観
的
人
格
の
統
合
し
た
も
の
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
そ
の
理
念
の
顕
在
化
は
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
有
す
る

存
在
が
提
示
し
た
理
念
に
対
す
る
構
成
員
の
附
合
に
よ
り
、
そ
の
よ

う
な
状
態
が
倫
理
的
人
格
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
附

合
に
よ
っ
て
制
度
内
法
た
る
規
約
法
が
生
成
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
制
度
を
国
家
お
よ
び
憲
法
に
適
用
し
、
制

度
た
る
国
家
お
よ
び
制
度
内
規
約
法
と
し
て
の
憲
法
と
い
う
構
図
が

明
確
に
さ
れ
る
と
同
時
に
、
国
家
制
度
内
に
お
け
る
排
他
的
な
い
し

自
律
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
主
権
が
規
約
（
法
）・
政
府
・
服

従
者
（
国
民
）
に
配
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と

も
に
、
政
府
主
権
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
有
し
服
従
者
が
そ
れ
に
同

意
（
附
合
）
す
る
こ
と
で
国
家
制
度
に
理
念
が
内
在
し
規
約
（
法
）

が
生
じ
る
一
方
で
、
規
約
（
法
）
主
権
が
他
の
二
者
を
包
摂
し
制
度

内
の
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
と
い
う
国
家
の
存
在
構
造
が
示
さ
れ
る
。

加
え
て
、
統
治
権
の
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
主
権
は
国
民

に
存
す
る
こ
と
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
有
す
る
政
府
は
「
国
民
の
名

の
下
に
」
統
治
権
を
行
使
す
る
と
さ
れ
、
政
府
と
国
民
と
の
関
係
は

事
務
管
理
の
関
係
で
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
（
3
）
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
で
は
リ
ン
ダ
ー
ル
の
著
作
（“Fault 

Lines of G
lobalization”

）
を
中
心
に
リ
ン
ダ
ー
ル
の
秩
序
論
の

概
要
を
説
明
し
た
上
で
、
オ
ー
リ
ウ
制
度
論
と
接
合
し
、
現
代
形
而

上
学
の
知
見
を
容
れ
な
が
ら
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
を
提
示

す
る
。
第
三
章
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
リ
ン
ダ
ー
ル
は
、
ハ
ン
ス
・
ケ

ル
ゼ
ン
（H

ans K
elsen

）
お
よ
び
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（Carl 
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itt

）
を
現
象
学
を
踏
ま
え
て
批
判
的
に
検
討
し
、「
誰
が
・
何

を
・
ど
こ
で
・
い
つ
」
の
四
要
素
で
画
定
さ
れ
反
復
す
る
具
体
的
秩

序
を
提
示
し
、
そ
の
志
向
的
結
集
点
（point

）
と
の
関
係
で
諸
行

為
主
体
は
法
的
存
在
に
な
る
と
す
る
点
で
、
当
該
秩
序
構
想
と
共
通

す
る
も
の
を
示
し
て
い
る
。
第
四
章
で
は
、
オ
ー
リ
ウ
制
度
論
お
よ

び
リ
ン
ダ
ー
ル
秩
序
論
を
基
礎
と
し
た
上
で
、
現
代
形
而
上
学
の
知

見
に
よ
っ
て
修
正
ま
た
は
補
完
す
る
形
で
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序

構
想
を
提
示
す
る
。
本
論
文
で
は
、
人
格
を
有
す
る
団
体
を
前
提
と

す
る
オ
ー
リ
ウ
の
制
度
だ
け
で
な
く
、
リ
ン
ダ
ー
ル
も
ま
た
具
体
的

秩
序
を
「
他
者
」
と
の
関
係
で
再
帰
的
に
存
在
す
る
「
私
た
ち
」
と

す
る
点
で
団
体
を
人
格
的
存
在
と
し
て
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
論
文
で
は
そ
の
よ
う
な
人
格
的
団
体
な

い
し
秩
序
を
基
礎
的
な
単
位
と
す
る
こ
と
を
拒
否
し
非
人
格
的
な
秩

序
を
基
本
単
位
と
す
る
。
そ
の
際
に
援
用
す
る
の
が
芸
術
作
品
や
社

会
的
存
在
の
よ
う
な
抽
象
的
人
工
物
に
つ
い
て
の
現
代
形
而
上
学
、

特
に
倉
田
剛
の
主
張
で
あ
る
。
倉
田
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
抽
象

的
人
工
物
は
「
間
志
向
的
タ
イ
プ
的
対
象
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

「
間
志
向
的
タ
イ
プ
的
対
象
」
と
は
、
そ
れ
を
時
空
間
上
で
実
現
す

る
人
・
物
・
出
来
事
に
よ
っ
て
そ
の
現
前
を
支
え
ら
れ
、
か
つ
、
そ

の
制
作
者
だ
け
で
は
な
く
そ
れ
を
受
容
す
る
不
特
定
人
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
に
お
い
て
同
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
継
続
が
支
え
ら
れ

て
い
る
、
そ
の
内
実
に
関
し
て
不
完
全
に
し
か
規
定
さ
れ
な
い
タ
イ

プ
的
対
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
人
工
物
の
存
在
構
造
は
、

一
定
の
理
念
な
い
し
目
的
を
様
々
な
諸
要
素
が
現
前
化
す
る
変
容
可

能
性
を
内
包
し
た
オ
ー
リ
ウ
の
制
度
お
よ
び
リ
ン
ダ
ー
ル
の
具
体
的

秩
序
と
構
造
的
に
同
型
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

団
体
を
人
格
的
存
在
と
し
て
の
み
把
握
す
る
必
要
性
が
な
い
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
加
え
て
、
人
格
概
念
に
起
因
す
る
い
く

つ
か
の
実
際
上
の
不
都
合
、
つ
ま
り
①
「
人
格
」
と
い
う
言
葉
で
法

的
人
格
の
よ
う
な
他
者
と
対
峙
す
る
「
行
為
主
体
」
と
い
う
対
他
性

を
表
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
「
倫
理
的
な
在
り
方
（
状
態
）」
と
い
う

即
自
性
を
表
す
場
合
も
あ
り
概
念
上
の
曖
昧
さ
が
あ
る
こ
と
、
②

「
人
格
」
の
道
徳
的
ま
た
は
倫
理
的
色
彩
は
法
技
術
と
し
て
は
必
要

が
な
く
有
害
で
あ
り
う
る
こ
と
、
③
「
人
格
」
と
い
う
言
葉
は
構
成

員
と
の
対
峙
の
構
図
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
オ
ー
リ
ウ
の
客
観
的
個
体
性

と
主
観
的
人
格
の
区
別
が
曖
昧
に
な
り
か
え
っ
て
オ
ー
リ
ウ
の
意
図

に
反
し
て
し
ま
い
う
る
こ
と
を
挙
げ
、
非
人
格
的
秩
序
を
基
礎
単
位

と
す
る
方
が
有
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
後
、
本
論
文
で
は
人

格
的
秩
序
を
非
人
格
的
秩
序
の
組
合
せ
と
し
て
分
析
す
る
。
具
体
的

に
は
、「
倫
理
的
人
格
」
の
倫
理
性
（
道
徳
性
）
を
排
除
し
た
上
で

オ
ー
リ
ウ
の
著
作
の
読
解
を
通
し
て
そ
の
残
余
と
し
て
の
「
意
識
人

格
」
を
抽
出
し
、
機
能
の
組
織
と
意
思
形
成
を
内
容
と
す
る
非
人
格
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的
秩
序
と
し
て
（「
人
格
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
）「
人
体
」
と

概
念
化
す
る
。
そ
し
て
、
人
格
的
秩
序
を
「
客
観
的
個
体
性
（
身

体
）
／
人
体
／
法
的
人
格
」
の
三
層
構
造
と
理
解
す
る
こ
と
で
、
人

格
的
秩
序
を
非
人
格
的
秩
序
の
連
結
（
客
観
的
個
体
性
（
身
体
）、

人
体
）
と
そ
れ
に
対
す
る
「
人
」
た
る
法
的
地
位
（
法
的
人
格
）
の

付
与
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

　
（
4
）
第
二
部
は
、
第
一
部
で
提
示
し
た
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩

序
構
想
を
日
本
国
憲
法
お
よ
び
流
通
秩
序
へ
と
適
用
す
る
が
、
全
体

的
な
流
れ
と
し
て
は
憲
法
総
論
の
問
題
か
ら
人
権
各
論
に
該
当
す
る

よ
う
な
流
通
秩
序
の
問
題
へ
と
至
る
よ
う
に
配
置
し
て
い
る
。
第
五

章
で
は
、
磯
部
力
の
業
績
に
依
拠
し
つ
つ
、
オ
ー
リ
ウ
制
度
論
の
行

政
制
度
を
再
検
討
す
る
形
で
「
国
家
」
お
よ
び
「
国
民
」
の
概
念
を

分
析
し
て
い
る
。
磯
部
力
に
お
い
て
は
、
行
政
制
度
は
公
役
務
を
提

供
す
る
執
行
権
力
の
管
理
的
な
行
為
に
関
す
る
諸
要
素
の
組
織
と
さ

れ
、
権
力
的
な
統
治
の
組
織
と
は
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
多
元
的

か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
を
前
提
と
す
る
本
論
文
で
は
そ
れ
と
は
異
な

る
整
理
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
行
政
制
度
と
統
治
制

度
を
制
度
の
差
で
は
な
く
管
理
と
権
力
と
い
う
行
為
態
様
の
差
と
し

て
捉
え
直
す
。
ま
た
、「
国
民
」
を
厳
格
に
「
国
籍
取
得
者
」
と
理

解
し
そ
の
集
合
を
「
国
民
国
家
」
と
し
た
上
で
、
国
民
国
家
を
内
包

す
る
形
で
、
様
々
な
公
役
務
を
内
容
と
し
国
民
国
家
が
そ
の
権
限
の

及
ぶ
範
囲
で
あ
る
「
国
家
領
域
」
に
お
い
て
管
理
的
に
ま
た
は
権
力

的
に
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
諸
事
業
制
度
を
措
定
す
る
。
こ
の
よ
う

に
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
と
き
に
重
複
し
て
理
解
さ
れ
て

き
た
「
国
民
」
と
「
住
民
」、「
国
民
国
家
」
と
「
国
家
領
域
」
と
を

明
確
に
区
別
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
本
章
に
お
い
て
、
一
定
の
理

念
な
い
し
目
的
に
拘
束
さ
れ
る
法
的
人
格
た
る
国
民
国
家
と
い
う
像

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
5
）
第
六
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
日
本
国
憲

法
（
典
）
の
位
置
づ
け
お
よ
び
違
憲
審
査
の
在
り
方
を
検
討
し
て
い

る
。「
客
観
的
個
体
性
（
身
体
）
／
人
体
／
法
的
人
格
」
の
三
層
構

造
と
し
て
人
格
的
秩
序
を
分
析
し
た
場
合
、
国
民
国
家
は
「
国
民
／

人
体
／
法
的
人
格
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
の
各
々
に
憲
法
（
規

約
）
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
日
本
国
憲
法
（
典
）
は
、

①
国
民
組
織
の
憲
法
（
規
約
）、
②
国
民
国
家
の
人
体
に
関
す
る
憲

法
（
規
約
）、
③
国
家
領
域
に
お
け
る
諸
事
業
制
度
に
お
い
て
国
民

国
家
が
活
動
す
る
際
の
憲
法
（
規
約
）
の
集
合
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
。

加
え
て
、
違
憲
審
査
は
、
事
業
制
度
お
よ
び
そ
の
事
業
の
理
念
な
ど

の
認
識
と
、
当
該
事
業
制
度
に
お
け
る
国
民
国
家
の
地
位
・
権
限
の

有
無
、
有
権
限
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
行
使
の
正
当
化
と
し
て

整
理
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
判
例
で
も
そ
の
区
別
が
曖
昧
に
な
っ
て

い
る
、
権
限
の
「
逸
脱
」
と
「
濫
用
」
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
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示
唆
さ
れ
る
。

　
（
6
）
第
七
章
お
よ
び
第
八
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま

え
て
規
制
目
的
二
分
論
の
再
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
七
章
で
は
、

規
制
目
的
二
分
論
以
前
の
美
濃
部
達
吉
お
よ
び
金
沢
良
雄
が
目
的
と

規
制
態
様
と
を
分
け
た
体
系
を
提
示
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
。
両
者
の
主
張
か
ら
は
、
治
安
維
持
を
主
と
す
る
社
会
目
的
（
警

察
目
的
）
と
経
済
目
的
と
が
区
別
さ
れ
、
そ
の
各
々
に
つ
い
て
弊
害

を
排
除
す
る
排
除
的
規
制
態
様
（
消
極
的
規
制
態
様
）
と
助
力
的
規

制
態
様
（
積
極
的
規
制
態
様
）
と
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
両
者

の
主
張
は
目
的
ご
と
に
国
民
国
家
が
様
々
な
態
様
の
行
為
を
行
う
こ

と
を
想
定
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
と

親
和
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
同
構
想
は
日
本
法
学
の
学
知
と
接
続
可

能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
沿
っ
て
、

規
制
目
的
二
分
論
の
う
ち
「
目
的
」
の
要
素
お
よ
び
「
消
極
・
積

極
」
の
要
素
を
再
配
置
す
る
形
で
、
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想

に
親
和
的
に
再
構
成
を
試
み
、
社
会
目
的
お
よ
び
経
済
目
的
と
い
っ

た
一
定
の
目
的
の
各
々
に
「
消
極
的
＝
排
除
的
行
為
・
積
極
的
＝
助

力
的
行
為
」
を
配
置
す
る
と
い
う
構
成
を
提
示
す
る
。
第
八
章
で
は
、

第
七
章
に
て
提
示
し
た
こ
の
よ
う
な
構
成
を
踏
ま
え
て
、
小
売
市
場

判
決
の
再
読
を
中
心
に
憲
法
二
二
条
一
項
に
関
す
る
諸
判
例
を
（
次

章
で
分
析
さ
れ
る
薬
事
法
判
決
を
除
い
て
）
読
み
直
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
が
判
例
分
析
上
も
有
益

で
も
あ
り
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
（
7
）
第
九
章
お
よ
び
第
一
〇
章
で
は
、
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩

序
構
想
を
前
提
と
し
て
流
通
秩
序
の
憲
法
学
的
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

ま
ず
第
九
章
で
は
、
日
本
国
憲
法
学
に
お
い
て
「
経
済
」
の
解
釈
が

と
き
に
「
社
会
」
と
ほ
ぼ
同
義
的
に
理
解
さ
れ
る
な
ど
明
確
で
な
く

「
国
家
・
市
民
社
会
＝
経
済
市
場
＝
私
的
自
治
」
の
二
分
法
と
「
消

極
国
家
か
ら
積
極
国
家
へ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
中
で
様
々
な
用

語
が
混
乱
し
た
ま
ま
経
済
的
自
由
や
規
制
目
的
二
分
論
が
語
ら
れ
て

き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
本
論
文
で
は
「
経
済
」
が
含
む
意
味
の
う

ち
、
特
に
「
流
通
」
に
着
目
す
る
が
、「
経
済
」
の
語
源
で
あ
る

「
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
」
の
原
義
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
「
流
通
過
程
と
し

て
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
ヒ
ト
や
モ
ノ
の
配
置
」
と
し
て
理
解
し
、

流
通
秩
序
に
お
い
て
は
そ
の
「
適
正
な
」
配
置
が
追
求
さ
れ
る
と
す

る
。
こ
の
よ
う
な
流
通
秩
序
を
意
識
し
て
、
本
論
文
で
は
ま
ず
は

「
消
費
者
」
概
念
に
着
目
し
、「
消
費
者
」
は
少
な
く
と
も
〈
流
通
過

程
に
お
け
る
消
費
者
〉
と
〈「
生
身
の
人
間
」
＝
肉
体
を
持
っ
た
消

費
者
〉
と
が
重
複
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
区

別
を
明
確
に
す
べ
き
こ
と
を
提
案
す
る
。
ま
た
本
論
文
で
は
、
流
通

秩
序
を
通
し
て
小
売
市
場
判
決
お
よ
び
薬
事
法
判
決
を
眺
め
、
小
売

市
場
判
決
に
は
社
会
と
経
済
の
調
和
的
発
展
と
い
う
二
つ
の
離
散
的



特 別 記 事

159

な
具
体
的
秩
序
の
合
成
が
無
批
判
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
等
の
問
題

点
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
薬
事
法
判
決
に
お
い
て
は
流
通
秩
序
も

語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
分
析
を
提
示
す
る
。
次
に
第
一
〇
章
で
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
流
通
秩
序
に
目
が
向
け
ら
れ
る
。
本
論
文
で
は
多
元

的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
構
想
が
容
易
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
憲
法
」
の
在
り
方
が
「
社
会
の

憲
法
」
を
志
向
す
る
山
元
一
お
よ
び
ド
ミ
ニ
ク
・
ル
ソ
ー

（D
om

inique Rousseau

）
を
通
し
て
明
確
に
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

国
民
国
家
と
国
家
領
域
と
を
区
別
し
た
従
前
の
議
論
を
踏
ま
え
、
国

家
領
域
に
お
い
て
は
国
家
領
域
を
超
え
た
具
体
的
秩
序
に
お
け
る
理

念
な
い
し
目
的
が
反
映
さ
れ
国
民
国
家
を
拘
束
し
う
る
と
い
う
理
解

が
そ
こ
で
は
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
念
な
い
し
目
的
に
流
通
秩
序

の
そ
れ
を
代
入
す
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
流
通
秩
序
と
そ
の
立
憲
的

統
制
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
そ

の
旨
を
述
べ
た
上
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
が
展
開
し

て
い
る
現
代
に
お
い
て
近
年
議
論
が
盛
ん
な
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」

に
つ
い
て
、
流
通
秩
序
に
お
け
る
憲
法
的
統
制
と
い
う
観
点
、
具
体

的
に
は
「
政
府
が
、
外
国
に
お
け
る
人
権
侵
害
を
理
由
と
し
て
、
自

国
内
私
企
業
に
対
し
て
、
一
定
の
義
務
を
課
す
こ
と
」
を
い
か
に
正

当
化
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
抽

象
的
に
人
権
侵
害
を
言
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
流
通
秩
序
の
理

念
な
い
し
目
的
か
ら
国
民
国
家
の
自
国
領
域
内
で
の
規
制
行
為
を
拘

束
す
る
理
路
を
提
示
し
て
い
る
。

三
　
本
論
文
の
評
価

　
（
1
）
第
一
に
、
本
論
文
は
、
主
題
と
し
て
従
来
経
済
的
自
由
一

類
型
た
る
職
業
の
自
由
と
い
う
主
観
的
権
利
論
の
問
題
に
解
消
さ
れ

が
ち
で
あ
っ
た
流
通
な
い
し
流
通
秩
序
の
憲
法
問
題
を
真
正
面
か
ら

取
り
上
げ
た
画
期
的
な
論
文
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
単
に
憲
法

の
経
済
的
自
由
に
関
連
す
る
憲
法
条
項
の
解
釈
論
的
対
応
を
検
討
す

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
す
る
現

代
に
お
け
る
国
民
国
家
を
（
憲
）
法
学
的
に
ど
の
よ
う
に
構
成
・
把

握
す
る
べ
き
か
、
と
い
う
法
原
理
的
問
題
に
立
ち
返
り
、
そ
こ
で
得

ら
れ
た
知
見
を
手
が
か
り
に
、
抽
象
論
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
の
で

は
な
く
、「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
な
ど
の
極
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な

具
体
的
な
問
題
の
検
討
に
至
る
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
か
つ
広
範
な
射
程
を

有
す
る
研
究
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
国
民
国
家
を
法
学
的
に
構
成
す
る
作
業
に
お
い
て
、
国

家
を
そ
の
ア
ク
タ
ー
の
一
つ
と
し
て
原
理
的
な
相
対
化
を
志
向
す
る
、

独
創
性
の
高
い
「
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
構
想
」
を
提
示
し
、
そ

の
よ
う
な
構
想
を
具
体
化
す
る
に
際
し
て
、
難
解
で
知
ら
れ
る
モ
ー

リ
ス
・
オ
ー
リ
ウ
の
制
度
論
か
ら
構
想
の
基
礎
的
枠
組
に
つ
い
て
の
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着
想
を
汲
み
取
り
、
そ
れ
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
に
お
け
る
法
秩
序

存
在
論
を
現
代
形
而
上
学
や
現
象
学
の
知
見
を
踏
ま
え
て
構
築
し
て

い
る
ハ
ン
ス
・
リ
ン
ダ
ー
ル
の
議
論
を
接
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

発
展
さ
せ
、
筆
者
な
り
の
法
学
的
国
家
論
を
構
築
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
国
家
を
人
格
で
は
な
く
物
的
秩
序
単
位
と
し
て
再
構
成
し
て
、

「
定
点
」
と
し
て
の
国
家
が
国
民
に
対
峙
す
る
構
造
に
拘
る
必
要
性

を
さ
ら
に
低
下
さ
せ
る
こ
と
で
、
原
理
的
な
レ
ベ
ル
で
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
社
会
の
法
秩
序
に
お
け
る
実
践
的
な
構
想
を
支
え
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
原
理
的
な
議
論
の
望
ま
し
い
一
つ
の
あ
り
方
を
示
し
て
い

る
と
も
い
え
る
。

　

第
三
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
「
多
元
的
か
つ
多
層
的

秩
序
構
想
」
を
導
線
と
し
て
、
憲
法
に
は
、
国
民
国
家
が
各
種
事
業

制
度
の
下
で
行
為
す
る
際
の
規
約
集
と
い
う
一
面
が
あ
る
と
い
う
筆

者
な
り
の
考
察
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
テ
ー
ゼ
に
基
づ
い
て
、
い
わ
ゆ

る
規
制
目
的
二
分
論
を
徹
底
的
に
批
判
し
、
多
種
多
様
な
も
の
が
あ

り
う
る
目
的
毎
に
、「
多
元
的
か
つ
多
層
的
な
秩
序
」
に
お
い
て
問

題
と
な
っ
て
い
る
秩
序
を
同
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
違
憲
審
査
が

行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
、
憲
法
解
釈
論
上
・
違
憲
審
査
基
準
の
設

定
作
業
上
極
め
て
興
味
深
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

第
四
に
、
流
通
秩
序
と
の
関
連
で
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
国
家
的
配

慮
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
「
社
会
」
と
「
流
通
」
と
を
峻
別
し
、

そ
れ
に
連
動
し
て
、「
消
費
者
」
も
「
流
通
」
と
「
社
会
」
そ
れ
ぞ

れ
の
場
面
で
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
、
違
憲
審
査
の

あ
り
方
も
そ
れ
に
応
じ
て
精
緻
化
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。

　
（
2
）
以
上
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
本
論
文
に

も
課
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
次
の
三
点
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

　
（
ａ
）
著
者
自
身
が
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
代
国
民
国
家
の

法
学
的
構
成
・
把
握
に
関
連
し
て
、「
国
民
国
家
の
事
務
管
理
性
の

事
業
ご
と
の
妥
当
性
、
事
業
ご
と
の
権
限
分
配
の
在
り
方
、『
対
外

的
組
織
（
人
体
）」
の
層
』
の
精
緻
化
」
な
ど
の
課
題
が
残
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
よ
う
な
「
精
緻
化
」
が
行
わ
れ
な
い
限
り
、
現
代
国
民

国
家
の
法
学
的
構
成
・
把
握
と
し
て
物
足
り
な
い
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。

　
（
ｂ
）
制
度
や
秩
序
の
概
念
を
用
い
た
議
論
は
難
解
で
あ
る
の
で
、

ど
う
し
て
も
特
定
の
論
者
に
フ
ォ
ー
カ
ス
せ
ざ
る
を
え
ず
、
他
の
研

究
者
に
は
近
寄
り
が
た
い
も
の
に
な
り
や
す
い
。
そ
の
よ
う
な
な
か

で
、
オ
ー
リ
ウ
と
そ
れ
を
参
照
し
た
リ
ン
ダ
ー
ル
と
を
比
較
し
つ
つ

広
い
視
野
で
研
究
し
よ
う
と
す
る
本
論
文
の
取
り
組
み
は
高
い
評
価

に
値
す
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
自
分
に
は
縁
遠
い
と
感
じ
る
読
者
は

少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
著
者
に
は
こ
れ
か
ら
、
オ
ー
リ
ウ
と

も
リ
ン
ダ
ー
ル
と
も
直
接
の
影
響
関
係
が
な
い
も
の
の
内
容
的
に
は
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関
係
す
る
議
論
（
た
と
え
ば
、
本
論
文
で
も
言
及
が
あ
る
ド
イ
ツ
の

国
家
目
的
論
も
そ
の
候
補
だ
ろ
う
か
）
と
対
話
を
し
、
そ
れ
を
も
巻

き
込
ん
で
い
く
議
論
が
求
め
ら
れ
る
機
会
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か

と
予
想
さ
れ
る
。

　
（
ｃ
）
経
済
的
自
由
の
違
憲
審
査
権
と
の
関
係

　

大
野
君
は
、
多
元
的
か
つ
多
層
的
秩
序
と
い
う
構
想
か
ら
職
業
の

自
由
に
関
す
る
諸
判
例
を
読
み
直
す
。「
社
会
事
業
制
度
」
と
「
流

通
事
業
制
度
」、
そ
し
て
、
国
民
国
家
の
「
排
除
的
行
為
」
と
「
助

力
的
行
為
」
の
区
別
な
い
し
分
類
か
ら
の
読
み
直
し
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
、「
排
除
的
」
と
「
助
力
的
」
の
二
分
論
は
、
従
来
の
公
法
学

の
類
似
の
用
語
で
あ
る
、Eingriff

とLeistung
の
二
分
法
と
混
同

さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
検
討
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
薬
事
法
判
決
は
、「
職
業
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
な
ん

ら
か
の
制
約
の
必
要
性
が
内
在
す
る
社
会
的
活
動
で
あ
る
が
、
そ
の

種
類
、
性
質
、
内
容
、
社
会
的
意
義
及
び
影
響
が
き
わ
め
て
多
種
多

様
で
あ
る
た
め
、
そ
の
規
制
を
要
求
す
る
社
会
的
理
由
な
い
し
目
的

も
、
国
民
経
済
の
円
満
な
発
展
や
社
会
公
共
の
便
宜
の
促
進
、
経
済

的
弱
者
の
保
護
等
の
社
会
政
策
及
び
経
済
政
策
上
の
積
極
的
な
も
の

か
ら
、
社
会
生
活
に
お
け
る
安
全
の
保
障
や
秩
序
の
維
持
等
の
消
極

的
な
も
の
に
至
る
ま
で
千
差
万
別
で
、
そ
の
重
要
性
も
区
々
に
わ
た

る
の
で
あ
る
。」
と
説
い
て
い
た
。
規
制
目
的
の
二
分
論
が
限
界
を

露
呈
し
た
の
は
、
こ
こ
で
い
う
多
種
多
様
や
千
差
万
別
等
が
、
二
種

の
目
的
の
区
分
か
ら
整
理
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

同
じ
限
界
は
、
行
為
の
二
分
論
に
も
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
か
。

　
（
3
）
以
上
、
大
野
君
の
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
の
課
題
を
指

摘
し
た
が
、
も
と
よ
り
こ
れ
ら
は
、
本
論
文
の
意
義
を
減
じ
さ
せ
る

も
の
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
、
本
論
文
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展

す
る
現
代
に
お
け
る
国
民
国
家
を
（
憲
）
法
学
的
に
ど
の
よ
う
に
構

成
・
把
握
す
る
べ
き
か
、
と
い
う
法
原
理
的
問
題
の
検
討
を
踏
ま
え

て
、
流
通
な
い
し
流
通
秩
序
の
憲
法
問
題
を
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ

た
画
期
的
な
論
文
で
あ
る
。
ま
た
、
職
業
の
自
由
に
関
す
る
判
例
の

分
析
に
つ
い
て
も
、「
流
通
事
業
」
と
い
う
視
点
の
導
入
は
、
従
来

の
雑
駁
な
積
極
目
的
規
制
論
を
顕
著
に
精
緻
化
す
る
も
の
で
あ
り
、

今
後
の
判
例
・
学
説
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。
上
記
の
課
題
は
、
大
野
君
が
今
後
の
研
究
生
活
に
お
い
て
、

本
論
文
の
残
し
た
課
題
と
し
て
既
に
自
覚
し
て
い
る
点
そ
し
て
よ
り

発
展
さ
せ
る
べ
き
点
を
明
確
化
し
て
、
今
後
着
実
に
研
究
成
果
を
公

表
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
理
由
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
審
査
員
一
同
は
、
大

野
悠
介
君
が
提
出
し
た
本
論
文
が
、
博
士
（
法
学
、
慶
應
義
塾
大

学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
、

こ
こ
に
そ
の
旨
を
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。
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二
〇
二
三
年
七
月
二
一
日

主
査　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授　

山
元　
　

一

博
士
（
法
学
）（
東
京
大
学
）　　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

小
山　
　

剛

法
学
研
究
科
委
員
・
博
士（
法
学
）（
慶
應
義
塾
大
学
）　
　
　
　
　
　

副
査　
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授　

小
島　

慎
司

博
士
（
法
学
）（
東
京
大
学
）　　
　
　
　
　

粕
谷
真
司
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

一
　
論
文
の
構
成

　

粕
谷
真
司
君
の
博
士
論
文
「
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
期
の
イ
ギ
リ
ス
外

交
と
欧
州
政
治
協
力
、
一
九
七
九
―
一
九
九
〇
年
」
は
、
一
九
八
〇

年
代
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
策
を
、
欧
州
政
治
協

力
（European Political Cooperation；

Ｅ
Ｐ
Ｃ
）
へ
の
関
与
を

中
心
に
再
検
討
し
た
イ
ギ
リ
ス
外
交
史
研
究
で
あ
る
。

　

二
〇
一
六
年
六
月
の
イ
ギ
リ
ス
で
の
国
民
投
票
に
よ
る
欧
州
連
合

（European U
nion；

Ｅ
Ｕ
）
か
ら
の
離
脱
の
決
定
は
、
一
九
七
三

年
の
加
盟
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
の
欧
州
共
同
体
（European 

Com
m

unity；

Ｅ
Ｃ
）
と
の
関
係
を
根
本
か
ら
転
換
さ
せ
る
結
果

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
至
る
イ
ギ
リ
ス
と
欧
州
共
同
体
／
欧

州
連
合
と
の
関
係
の
歴
史
を
論
じ
る
際
に
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
サ

ッ
チ
ャ
ー
首
相
に
よ
る
欧
州
統
合
へ
の
敵
対
的
な
姿
勢
が
そ
の
画
期

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
認
識
に
対
し
て
、
本
論
文
に
お
い
て
粕
谷
真
司
君
は
、

膨
大
な
量
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
、
ア
メ
リ
カ
政
府
、
ド
イ
ツ
政
府
、
欧


